
別表第一　(戸籍法施行規則)

船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、
宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定
合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定
証、運転経歴証明書（平成二十四年四月一日以後に交付されたものに限る。）、電
気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手
帳、戦傷病者手帳、警備業法（昭和四十七年法律第百十七号）第二十三条第四項に
規定する合格証明書


